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控
除
対
象
寄
附
金
の

　
　
　
　
　
　

拡
大
等
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
度
住
民
税
か
ら
、
個
人
住
民

税
に
お
け
る
寄
附
金
控
除
の
適
用
下
限
額

が
５
千
円
（
改
正
前
10
万
円
）
に
引
き
下

げ
ら
れ
、
ま
た
、
対
象
限
度
額
は
総
所
得

金
額
等
の
30
％
（
改
正
前
25
％
）
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。
控
除
方
法
も
所
得
控
除

方
式
か
ら
税
額
控
除
方
式
に
変
更
に
な
り

ま
す
。

【
対
象
と
な
る
寄
附
金
】

①
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す
る
寄
附 

　

金
（
控
除
額
に
つ
い
て
は
「
ふ
る
さ
と

　

納
税
に
つ
い
て
」
を
参
照
）

②
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金
会
に
対

　

す
る
寄
附
金
（
総
務
大
臣
の
承
認
等
を

　

受
け
た
も
の
）

③
住
所
地
の
日
本
赤
十
字
社
支
部
に
対
す

　

る
寄
附
金
（
総
務
大
臣
の
承
認
等
を
受

　

け
た
も
の
）

④
所
得
税
の
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る

　

寄
附
金
の
う
ち
、
地
域
の
住
民
の
福
祉

　

の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
、
地

　

方
公
共
団
体
の
条
例
に
よ
り
指
定
さ
れ

　

た
寄
附
金
（
現
在
、
本
庄
市
の
条
例
で

　

指
定
し
た
寄
附
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

※
④
の
う
ち
、
都
道
府
県
が
条
例
で
指
定

し
た
寄
附
金
の
控
除
率
は
４
％
、
市
区
町

村
が
条
例
で
指
定
し
た
寄
附
金
の
控
除
率

は
６
％
で
す
。
ま
た
、
都
道
府
県
・
市
区

町
村
の
両
方
か
ら
条
例
で
指
定
さ
れ
た
寄

附
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
控
除
率
を
合
計
し

た
も
の
（
10
％
）
と
な
り
ま
す
。

【
控
除
額
の
計
算
方
法
】

　
（
寄
附
金
―
５
千
円
）
×
10
％
（
控
除

　

率
は
道
府
県
民
税
４
％
、
市
町
村
民
税

　

６
％
）

※
控
除
対
象
に
な
る
寄
附
金
額
は
総
所
得

金
額
等
の
30
％
が
限
度
で
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
（
都
道
府
県
・
市
区

町
村
に
対
す
る
寄
附
金
）
に
つ
い
て

　

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
が
５

千
円
を
超
え
る
場
合
、
そ
の
超
え
る
部
分

に
つ
い
て
、
一
定
の
限
度
ま
で
所
得
税
と

合
わ
せ
て
控
除
さ
れ
ま
す
。
対
象
寄
附
金

は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
以

外
の
寄
附
金
と
合
わ
せ
て
総
所
得
金
額
等

の
30
％
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

【
控
除
額
の
計
算
方
法
】

①
（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
―

　

５
千
円
）
×
10
％

②
（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
―

　

５
千
円
）
×[

90
％
―
所
得
税
の
限
界

　

税
率
（
０
％
〜
40
％
）]

※
①
と
②
の
合
計
額
が
控
除
額
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
②
の
額
に
つ
い
て
は
、
個

人
住
民
税
の
所
得
割
額
の
１
割
を
限
度
と

し
ま
す
。

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
た
め
の

手
続
き
に
つ
い
て

　

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
に
は
、
住
所
地

を
管
轄
す
る
税
務
署
へ
確
定
申
告
を
す
る

か
、
所
得
税
が
非
課
税
で
住
民
税
の
み
が

課
税
さ
れ
る
人
は
、
平
成
21
年
１
月
１
日

現
在
の
住
所
地
の
市
区
町
村
役
場
に
寄
附

金
控
除
の
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
条
例
指
定
の
寄
附
金
に
つ
い
て

は
、
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地

の
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
条
例
に
よ
り

指
定
し
て
い
な
け
れ
ば
税
額
控
除
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
寄
附
金
控
除
の
申
告
の
際
に
は

寄
附
金
受
領
証
明
書
等
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

～ご存じですか～～ご存じですか～

寄附金税制が拡充されました寄附金税制が拡充されました

ふるさと納税による住民税の
控除金額計算例

事例
家族：夫婦、子ども２人
給与収入700万円
所得税の限界税率10％
住民税所得割額293,500円
寄附金40,000円

　住民税の税額控除額は①と②の合
計額となります。
①(40,000－5,000)×10％＝3,500円
②(40,000－5,000)×

(90％－10％)＝28,000円
※ただし、②の金額は住民税所得割額
293,500円の１割に当たる29,350円
を超えることはできません。
控除額合計　     ①＋②＝31,500円

平成20年度税制改正において寄附金税制が拡充され、平成21年
度分以後の個人住民税から次のように変わりましたのでお知ら
せします。（平成20年１月１日以後に支払った寄附金が対象とな
ります。）

★課税課☎㉕１１２３
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日　　時 会　　場 内　　容 用意するもの
12月15日㈪
　午前の部　午前10時～
　午後の部　午後２時～

本庄市中央公民館
住宅ローン控除の概要、適用
要件、控除額の計算、確定申
告の方法等の説明

住宅等の取得に係る関係
書類（住民票は除く）、電
卓、筆記用具

12月16日㈫
　午前の部　午前10時～
　午後の部　午後２時～
12月17日㈬
　午前の部　午前10時～
　午後の部　午後２時～

上里町役場４階

※事前予約の必要はありません。
※説明会は約２時間の予定です。なお、説明会開始30分前から受付します。
★本庄税務署個人課税部門☎㉒２１１４

　

市
で
は
地
域
経
済
の
活
性
化
、

市
の
財
源
の
確
保
等
を
目
的
に
有

料
広
告
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
市
が
使
用
す
る
公

用
封
筒
へ
の
有
料
広
告
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

広
告
媒
体　

長
形
３
号
の
公
用
封

　

筒
（
主
に
市
役
所
の
各
課
か
ら

　

市
民
、
関
係
機
関
等
へ
の
文
書

　

送
付
用
）

募
集
期
間　

12
月
１
日
㈪
〜
19
日

　

㈮
（
必
着
）

広
告
の
規
格
等

①
掲
載
位
置　

封
筒
裏
面

②
募
集
枠
数　

５
枠

③
枠
の
大
き
さ
（
１
枠
あ
た
り
）

　

お
お
む
ね
縦
30
㎜
×
横
85
㎜

④
刷
色　

単
色
（
黒
）

⑤
広
告
料　

３
０
、
０
０
０
円

　

（
１
枠
あ
た
り
）

⑥
印
刷
枚
数　

３
０
、
０
０
０
枚

⑦
掲
載
期
間　

印
刷
し
、
市
が
使

　

用
を
終
わ
る
ま
で
の
期
間
で
２

　

月
か
ら
お
お
む
ね
４
か
月
程
度

申
込
方
法　

次
の
書
類
を
直
接
ま

　

た
は
郵
送
で
企
画
課
へ

①
有
料
広
告
掲
載
申
込
書
（
企
画

　

課
で
配
布
す
る
も
の
、
ま
た
は

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　

ン
ロ
ー
ド
し
た
も
の
）

②
広
告
の
原
稿
（
電
子
デ
ー
タ
で

　

の
提
出
も
可
能
）

③
納
税
証
明
書
（
申
込
者
が
市
外

　

の
場
合
の
み
）

郵
送
先

　

〒
３
６
７
―
８
５
０
１

　

本
庄
市
本
庄
３
―
５
―
３

　

本
庄
市
役
所
企
画
課

注
意
事
項

・
内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
で
き
な

　

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

　

り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
募
集
要
項
（
企
画

課
お
よ
び
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

閲
覧
で
き
ま
す
。）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

　平成20年中に住宅ローン等を利用してマイホームを取得したとき
などは、一定の要件に当てはまれば所得税の税額控除を受けることが
できます。（一定の要件については、国税庁ホームページ等で確認し
てください。）
　つきましては、控除対象者に対する説明会を次のとおり開催します
ので、該当する人は各会場までお越しください。

　10月から国民健康　　　　　　　　　　
保険税を年金から納　　　　　　　　　　
めて（天引き）いる　　　　　　　　　　
人のうち、これまで　　　　　　　　　　
国民健康保険税につ　　　　　　　　　　
いて滞納がない人は、口座振替で支払うこ
とができます。口座振替を希望する人は、
７月に送付した国民健康保険税納税通知書
を持参し、課税課または児玉総合支所内収
納課税務係まで申出書を提出してください。
（原則として来年４月分の年金支給から天引
きが止まります。）
提出期限　12月22日㈪
※なお、期限後も申出書の受付をします
が、年金からの天引きが止まる時期は遅れ
ますのでご注意ください。
金融機関での手続き　市内に本・支店のあ
　る金融機関に次のものを持参して手続き
　をしてください。（10月から国民健康
　保険税が口座振替から年金天引きに変更
　になった人は不要です。）
　①通帳（口座番号の分かるもの）
　②届出印（通帳に使用しているもの）
＊お問い合わせは下記へ
★課税課☎㉕１１２２

住宅ローン控除説明会を開催します

裏面に広告が
入ります

住宅ローン控除説明会を開催します住宅ローン控除説明会を開催します


	広報ほんじょう_8
	広報ほんじょう_9

